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第
二
幼
児
園
（
仮
称
）
着
工

安
全
祈
願
祭

●延べ床面積　2,088.65㎡
●構　　　造　木造２階建て
●竣　　　工　平成 25年１月 31日（予定）

（表１）平成 24年度から平成 26年度の介護保険料

（表２）仮徴収と本徴収

（完成予想図）

（位置図）

苅初めの儀

　

第
二
幼
児
園
（
仮
称
）
は
、
平
成

25
年
４
月
の
開
園
に
向
け
、
造
成
工

事
が
終
了
し
、
建
築
お
よ
び
そ
の
他

工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。
竣
工
は
平

成
25
年
１
月
31
日
（
予
定
）
で
、
園

児
募
集
は
10
月
ご
ろ
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

　

町
立
東
幼
稚
園（
昭
和
48
年
設
置
）

と
町
立
か
や
の
保
育
所
（
昭
和
51
年

設
置
）
の
老
朽
化
が
著
し
い
た
め
建

て
替
え
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
機
に
経
費
節
減
の
た
め
、
両
施

設
を
併
設
し
て
建
設
し
、
定
員
を
増

員
し
保
育
所
待
機
児
童
の
解
消
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

５
月
31
日
（
木
）、
安
全
祈
願
祭

起
工
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
町
長
、

町
議
会
議
員
、
用
地
地
権
者
、
施
工

業
者
な
ど
が
出
席
し
、
工
事
の
安
全

を
祈
願
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

65
歳
以
上
の
人
に

　

平
成
24
年
度
の
市
町
村
民
税
な
ど

を
も
と
に
、
介
護
保
険
料
を
算
定
し
、

決
定
通
知
書
を
８
月
上
旬
ま
で
に
郵

送
し
ま
す
。

３
年
に
一
度
の
保
険
料
算
定

　

平
成
24
年
４
月
、
保
険
料
算
定
基

準
額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

○
第
３
段
階
の
特
例
割
合
が
追
加

○
第
６
段
階
と
第
７
段
階
の
境
界
合

計
所
得
金
額
が
１
９
０
万
円
に
変
更

▼
保
険
料
額

　

市
町
村
民
税
や
世
帯
の
状
況
な
ど

に
よ
り
９
段
階
に
分
か
れ
て
い
て
、

該
当
す
る
所
得
段
階
に
応
じ
決
定
さ

れ
ま
す
。（
表
１
）

▼
納
付
方
法

○
特
別
徴
収　
年
金
か
ら
天
引
き

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
（
月
額

１
万
５
０
０
０
円
以
上
）
の
人

　

４
月
期
～
８
月
期（
仮
徴
収
期
間
）

に
天
引
き
し
た
保
険
料
を
差
し
引
い

た
金
額
が
、
10
月
、
12
月
、
来
年
２

月
の
各
期
に
年
金
か
ら
天
引
き
と
な

り
ま
す
。（
表
２
）

　

た
だ
し
、
65
歳
に
な
っ
た
人
や
福

岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
外
の
市
町

村
か
ら
転
入
し
た
人
は
、
一
時
的
に

納
付
書
で
納
め
、
半
年
か
ら
１
年
後

に
年
金
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

○
普
通
徴
収　
納
付
書
・
口
座
振
替

　

口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
る
と
納
め

忘
れ
も
な
く
安
心
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と

　

滞
納
期
間
に
応
じ
て
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
時
の
自
己
負
担
割
合
が
増
え

た
り
、
一
時
的
に
介
護
給
付
が
差
し

止
め
に
な
る
な
ど
の
制
限
が
生
じ
ま

す
。

　

介
護
保
険
制
度
は
み
な
さ
ん
か
ら

納
付
し
て
い
た
だ
く
保
険
料
で
成
り

立
つ
制
度
で
す
。
保
険
料
納
付
に
つ

い
て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

　
介
護
保
険
や
福
祉
関
係
者
を
名
乗

り
「
介
護
保
険
料
が
未
納
と
称
し
て

現
金
を
払
わ
せ
る
」
な
ど
の
手
口
の

詐
欺
事
件
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
町
村
役
場
や
広
域
連
合
が
、
認

定
調
査
や
保
険
料
徴
収
で
訪
問
す
る

と
き
は
、
身
分
証
明
証
を
持
参
し
て

い
ま
す
の
で
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
せ
先

　

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
事
業 

　

課
資
格
管
理
係

　

☎
６
４
３
・
７
０
５
５

所得段階 対　象　者 計算方法 年間保険料額

1
生活保護受給者 基準額

×0.5 26,336円

世
帯
非
課
税

老齢福祉年金受給者

2 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 基準額
×0.5 26,336円

3
特例
割合 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の人 基準額

×0.7 36,870円

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人 基準額
×0.75 39,503円

4
特例
割合

世　

帯　

課　

税

本
人
非
課
税

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 基準額
×0.92 48,457円

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える人 基準額 52,671円

5
本　

人　

課　

税

合計所得金額が125万円未満の人 基準額
×1.18 62,152円

6 合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 基準額
×1.25 65,839円

7 合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 基準額
×1.5 79,007円

8 合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 基準額
×1.75 92,174円

9 合計所得金額が400万円以上の方 基準額
×2 105,342円

平成23年度 平成24年度

10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

本徴収 仮徴収 本徴収


